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２．水道事業の沿革 

加古川市水道事業は、昭和 26 年 2 月に創設認可（計画給水人口：30,000 人、計画一

日最大給水量：5,400m3/日）をうけて、昭和 28 年に給水を開始しました。 

平成 29 年度末の水道普及率は 99.4％となっており、給水予定区域は概ね整備が完了

しています。 

 

表 2.1 加古川市水道事業の沿革 

 
  

（ｍ3/日）（ℓ/人/日）

昭和26年2月7日

[昭和26年度～昭和28年度]

昭和26年11月28日

昭和31年7月5日

[昭和26年度～昭和33年度]

昭和36年12月28日

[昭和37年度～昭和40年度]

昭和38年11月26日

[昭和39年度～昭和43年度]

昭和40年2月22日

[昭和39年度]

昭和44年2月13日

[昭和44年度～昭和47年度]

昭和46年3月31日

[昭和46年度～昭和47年度]

昭和47年1月12日

昭和48年3月31日

[昭和48年度～昭和52年度]

昭和49年8月17日

昭和50年3月24日

昭和56年1月6日

昭和57年3月31日

[昭和56年度～昭和65年度]

平成2年12月25日

[昭和56年度～平成12年度]

取水方法の変更及び、
浄水方法の変更

※軽微な変更による届出
・計画給水人口を265,000
人に変更（H.23.3.25)

第4次拡張
事業

（第2期変更）

平成20年3月31日
[平成18年度～平成28年度]

260,000
※

111,500 429 15,535,174

第4次拡張
事業変更

- - - 17,609,544 浄水方法の変更

第4次拡張
事業

273,000 138,000 505 11,451,924

志方町（合併
による廃止）

- - - - S.54.2.1合併

第3次拡張
事業変更

- - - - 鳩里水源地新設

第3次拡張
事業変更

- - - -
東神吉水源地
取水点変更

第3次拡張
事業

205,000 110,000 540 6,456,110
中西条水源地新設
東神吉水源地新設

第2次拡張
事業変更

- - - 10,684 東加古川水源地新設

第2次拡張
事業変更

95,600 45,600 400 1,066,851
新神野水源地新設
神野浄水場新設

第2次拡張
事業

95,600 45,600 400 694,746 大野水源地新設

第1次拡張
事業変更

- - - 3,644 県営高畑団地水源地新設

第1次拡張
事業変更

102,000 30,600 300 336,000 神野水源地新設

第1次拡張
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55,000 16,500 300 199,878

創設事業
変更

43,500 8,700 200 258,250

創設事業
変更

- - - -
水源地の変更
中津水源地新設

創設事業 30,000 5,400 180 123,600
神野町

下ノ瀬水源地

事業名
認可年月日
[施工期間]

計画給水
人口
（人）

計画一日
最大給水量

総事業費
（千円）

概要
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図 2.3 本市給水区域 
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④ ポンプ場 

浄水処理をした水を高所の配水池などに送水するため、ポンプ場を 4 箇所設置して

います。 

  
⑤ 加圧ポンプ場 

水圧が不足する地域へ配水するため、加圧ポンプ場を 5箇所設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 
ポンプ 

台数 
配水区 供用開始 所在地 

投松ポンプ場 3 台 志方区 昭和 36 年 3 月 志方町投松 

都台ポンプ場 2 台 高区 昭和 49 年 8 月 上荘町薬栗 

細工所ポンプ場 2 台 志方区 昭和 50 年 3 月 志方町細工所

上原ポンプ場 2 台 高区 昭和 54 年 3 月 平荘町上原 

施設名 
ポンプ

台数 
配水区 供用開始 所在地 

下村加圧ポンプ場 2 台 高区 昭和 53 年 10 月 八幡町下村 

行常加圧ポンプ場 2 台 志方区 昭和 56 年 4 月 志方町行常 

幸竹加圧ポンプ場 2 台 低区 昭和 62 年 7 月 稲美町幸竹 

平岡加圧ポンプ場 1 台 低区 平成 6年 6月 平岡町新在家

新在家加圧ポンプ場 3 台 低区 平成 28 年 7 月 平岡町新在家
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⑥ 導・送・配水管 

(導水管) 

加古川大堰の取水口から中西条浄水場への送水及び神野水源地から中西条浄水場

への送水のために、導水管を布設しています。 

(送水管) 

中西条浄水場や水源地から配水池への送水と城山配水池から福留配水池への送水

のために、送水管を布設しています。 

(配水管) 

水源地や配水池から、各家庭・事業所に水道水を配水するために、市内に配水管を

布設しています。 

 

表 2.2 加古川市管路延長（平成 30 年 3 月 31 日現在） 

  

 
図 2.4 管種別管路延長の内訳（平成 30 年 3 月 31 日現在） 

（単位：ｍ）
ダクタイル

鋳鉄管
鋼管 石綿管 ビニール管

ポリ
エチレン管

合計

導水管 1,667.8 20.5 1,688.3
送水管 6,117.8 179.3 9.9 6,307.0
配水管 911,270.0 9,039.0 1,353.0 178,244.0 21.0 1,099,927.0

合計 919,055.6 9,238.8 1,353.0 178,253.9 21.0 1,107,922.3

管種
種別

ダクタイル

鋳鉄管

919,055.6m

83.0%

鋼管

9,238.8m

0.8%

石綿管

1,353.0m

0.1% ビニール管

178,253.9m

16.1%

ポリエチ

レン管

21.0m

0.0%
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現状と課題
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その結果、

一方、個人の

ての啓発を

これまでの

 鉛製給水

課 題 

個人の敷

管の解消 

柔軟で加工が
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成 25 年度に

取替を啓発

鉛製給水管を

水中の鉛の水

よる道路面

は鉛製給水
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大規模地震

限の給水を確

浄水場の更新

平成 16 年度

新事業を実

これまでの

度には非常

また、平成

、中央監視

に強く安定

供給のため

 

管路といっ

ュアルを策

設の更新・

水源地の更

最も被害が

ド 7.3、最大

災害が発生

確保するため

新・耐震化】

度には中西条

実施していま

取り組みと

用発電設備

成 23 年度には

視設備を更新

定供給が

め、浄水場、

たハード面

策定すること

耐震化

更新・耐震化

が大きい地震

震度 7〕を想

生した場合で

めには、施設

】 
条浄水場整備

ます。 

して、平成

備を増強する

は、浄水場

新しました。

25

ができる

配水池及び

面での整備に

とで、ソフト

化 

震として山崎

想定してい

でも被害を最

設の耐震化が

備基本計画

成 20 年度に新

るため、自家

及び他の水

 

る水道の構

び管路などの

に加え、災害

ト面での対応

崎断層帯〔（主

ます。 

最小限にとど

が求められて

画を策定し、

新管理棟・

家発電設備を

水道施設の監

構築 

の施設の整備

害や水質事故

応も充実させ

主部南東部

どめ、生命維

ています。 

優先度の高

新電気棟を

を更新しまし

監視・運転機

第 3章 

備・更新事業

故などに備え

せています。

・草谷断層

維持のための

高い施設から

を整備し、平

した。 

機能を強化す

 

現状と課題

業を実

えた各

。 

） マ

の最低

ら整備

平成 21

するた

題 
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図 3.3 山崎断層帯（主部南東部・草谷断層）地震の震度分布図 

（出典：加古川市総合防災マップ）  
 

   

福留配水池 

城山配水池 

中西条浄水場 

都台ポンプ場 

上原ポンプ場 投松ポンプ場 

細工所ポンプ場 

西部水源地 

東神吉水源地 

中津水源地 

大野水源地 

神野水源地 



【水

川右

質

の

優

 

          

水源地の更新

水源地につ

右岸の施設

平成 22 年度

計器を更新

平成 28 年度

整備、受変

主要な水源

先度の高い

これまでの

 中西条浄

した。 

 加古川右

課 題 

 更新計画

新・耐震化】

いては、加

設を更新しま

度には、西部

新しました。

度には、東神

変電設備の更

源地について

い施設から耐

の取り組み

浄水場は浄水

右岸の東神吉

画を着実に実

】 
古川右岸の

ました。 

部水源地の次

 

神吉水源地

更新などを行

ては、平成 22

耐震補強工事

み 

水処理施設、

吉水源地・西

実施し、施設

27

の水道水の安

次亜塩素酸

の耐震補強

行いました。

2年度に水道

事を実施して

旧管理棟、

西部水源地は

設の耐震化を

安定供給を確

酸注入設備、

強工事を行い

 

道施設耐震診

ています。

、ポンプ井の

は、耐震化工

を図っていく

確保するため

取水ポンプ

い、発電機棟

診断及び基本

の耐震補強工

工事が完了し

く必要があり

第 3章 

め、優先的に

プ設備の整備

棟・自家発電

本計画を策

工事が完了

しています。

ります。 

現状と課題

に加古

備、水

電設備

定し、

 
 

しま

。 

題 
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新

25

も

主

先

 

 

 

 

 

 

状と課題 
配水施設等

配水池は、

・耐震化を

主要な配水

年度から 4

活用できる

主要な配水池

度の高い施

これまでの

 城山配水

課 題 

 更新計画

等の更新・

水道水を各

行っていま

水池の一つで

4 年間をかけ

よう、整備

池などは、

施設から耐震

の取り組み

水池は平成 2

画を着実に実

耐震化 

各家庭へ給水

ます。 

である城山配

けて隣地に新

備更新を行い

平成 22 年度

震補強工事を

み 

8 年度に更新

実施し、施設

28 

水する拠点と

配水池は、老

新たな配水

いました。

度に水道施

を実施してい

 

 

 

 

 

 

新を行い、

設の耐震化を

となること

老朽化が課

水池を築造し

施設耐震診断

います。 

 

耐震化が完

を図っていく

から、老朽

題となって

し、災害時の

断及び基本計

完了しました

く必要があり

朽化した施設

ていたため、

の給水拠点と

計画を策定し

た。 

ります。 

設の更

平成

として

し、優

 
 



（

① 
年

現

め

で

え

に

に

        
※基幹

河川

管、配

管路２）

 

基幹管路※

本市では、

を超えてき

現行ビジョン

てきました

す。 

しかしなが

えるおそれが

に「老朽管更

今後の 10 年

管路更新を

計算式

                 
幹管路 

川から浄水場

配水池から各

1

1

2

2

路の更新・

※の更新・耐

昭和 40 年代

ており、今

ンでは、平成

が、平成 29

がら、基幹管

があり、早急

更新（耐震）

年間について

進めていき

式：（基幹管路

                  
場へ水を取水

各家庭へ水道

21.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

201

耐震化

耐震化 

代から 60 年

今後水道管の

成 30 年度の

9 年度末の管

管路は地震な

急に更新し耐

計画」を策

ては、基幹

きます。 

路のうち耐震

図 3.4 

      
するための導

水を送るため

5 22.3

3 2014

基幹

29

年代にかけて

の老朽化が急

の管路耐震化

管路耐震化率

などで破損

耐震化を進め

策定しました

管路の更新

 

震管延長（km

基幹管路の  
導水管、浄水場

めの配水管の

22.5

4 2015

幹管路の耐震化

て整備した水

急速に進展し

化率 31.0％

率は 26.3％

した場合、

める必要があ

た。 

新・耐震化を

）/基幹管路

の耐震化率

場から各配水

のうち口径が

22.5

2016

化率 (％)

水道管が法

します。 
％を目標に設

％と目標の達

市民生活に

あることか

を最優先課題

路延長（km））

水池へ水道水

400 ミリ以上

22.5

2017

第 3章 

定耐用年数

設定し、事業

達成は厳しい

に多大な影響

ら、平成 30

題として、計

 
×100 

水を送るための

上のものをい

現状と課題

数の 40

業を進

い状況

響を与

0年度

計画的

の送水

いう。 

題 
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る

整

の

 

 

 

 

     

状と課題 
中西条浄水

1ルートし

備し、災害

また、福留配

向上及び配

水場から主要

かありませ

害時に備えた

配水池から

配水系統のリ

要な配水池で

せんでしたが

た送水の 2系

各家庭へ配

スク軽減を

30 

である福留配

が、浄水場か

系統化による

配水するため

を図りました

配水池への送

から福留配水

るリスク分散

めの幹線を複

た。 

 

送水は、城山

水池へ直接送

散を図りまし

複数系統化し

山配水池を経

送水するルー

した。 

し、給水サー

 

経由す

ートを

ービス



② 
路

        
※配水

配水

配水支管※

基幹管路以

を優先的に

                 
水支管 

水管のうち口

これまでの

 漏水が多

行うとと

 災害時に

トの複数

課 題 

 管路の耐

を着実に

更新・耐

 災害対応

※の更新・耐

以外の配水支

更新し、耐

                  
口径が 400 ミ

の取り組み

多い管路や沿

ともに耐震化

に備え、浄水

数系統化を進

耐震化を図る

に実施する必

耐震化を図る

応のため管路

耐震化 

支管について

耐震化を進め

      
リ未満のもの

み 

沿岸部の塩害

化を進めてい

水場から配水

進めています

るため、平成

必要がありま

る必要があり

路の複数系統

31

ても、避難所

める必要があ

のをいう。

害による影響

います。 

水池、配水池

す。 

成 30 年度に策

ます。特に、

ります。 

統化をさらに

所・病院など

あります。

 

響を受けやす

池から各家庭

策定した「老

、重要度が高

に進める必要

どにつながる

すい管路に

庭へのそれぞ

老朽管更新

高い基幹管路

要があります

第 3章 

る重要度の高

 

ついて、更

ぞれの配水

（耐震化）計

路は、優先

す。 

現状と課題

高い管

 

 

更新を

水ルー

計画」

先的に

題 
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① 
種

応

を

実

あ

を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
※BCP

災害

の際に

らか

状と課題 
危機３）

 

有事対応へ

災害など多

危機管理マ

援協定を締

また、平成

定めた上下

今後も必要

行力を高め

ります。 

そのほか、施

設置するな

                 
(事業継続計

害や事故など

にも重要業務

じめ策定して

機管理体制

への備え 

多岐にわたる

ニュアルの

締結しました

成 30 年度には

水道事業業

要な分野にお

るため、訓

施設への侵

ど、セキュ

                  
画)[Busines

ど不測の事態

務への影響を

ておく行動計

制の構築

る危機に対し

の整備を行う

た。 

は、大規模な

業務継続計画

おいて相互応

練の実施を

入者対策と

ュリティ対策

       
ss Continuit

を想定して事

最小限に抑え

画のこと。

32 

しては、迅速

うとともに、

な地震災害

画（以下「上

応援協定の締

を通してその

して、中西

策を充実させ

 

ty Plan] 

事業継続の視

え、仮に中断

速かつ円滑な

自治体間や

の発生に備

上下水道 BCP

締結を進める

の内容を改善

西条浄水場に

せています。

視点から対応策

しても速やか

な対応が求め

や水道事業関

え、災害時

P※」）を策定

るとともに、

善し、充実さ

に監視カメラ

 

策をまとめた

かに復旧、再

められるため

関係機関との

時の優先実施

定しました。

、マニュアル

させていく必

ラや防犯フェ

たもので、危機

再開ができるよ

め、各

の相互

施業務

 

ル類の

必要が

ェンス

機発生

ようあ
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表 3.1 相互応援体制の一覧 

名 称 年 月 相互応援協定の締結者 応援内容 

兵庫県水道災害相互応

援に関する協定 
平成 22 年 4 月

兵庫県、各市町、各水道

企業団、日本水道協会兵

庫県支部、兵庫県簡易水

道協会 

応急給水活動 

災害等における支援及

び協力に関する協定書 
平成 29 年 10 月

加古川市管工事業協同

組合 

応急復旧資機材の提

供 

民間企業１社 応急給水活動 

民間企業１社 漏水調査作業 

 

表 3.2 危機管理マニュアルの一覧 

市全体で策定 

 加古川市地域防災計画 

 加古川市国民保護計画 

 加古川市新型インフルエンザ等対策行動計画 

 加古川市新型インフルエンザ等事業継続計画 

上下水道局で策定 

 加古川市上下水道局テロ対策マニュアル 

 加古川市渇水対策マニュアル 

 加古川市水道災害対応行動指針 

 加古川市上下水道事業業務継続計画（上下水道 BCP） 

 中西条浄水場ほか水道施設危機管理対応マニュアル 

 加古川市水安全計画 
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状と課題 
これまでの

 災害時の

と協定を

 平成 30 年

 各種危機

 中西条浄

を行って

課 題 

 相互応援

応急給水

 策定した

実施する

の取り組み

の応援協定は

を結んでいま

年度に上下水

機管理マニュ

浄水場に監視

ています。 

援については

水活動を可能

た上下水道 B

る必要があり

み 

は、県や各市

ます。 

水道事業業

ュアルを策定

視カメラや防

は、今後も水

能にする取り

BCP を実効性

ります。 

34 

市町、加古川

務継続計画

定し、災害時

防犯フェンス

水道関係者が

り組みを進め

性のあるもの

川市管工事業

画（上下水道

時の模擬訓練

スを設置し、

が緊密に連携

める必要があ

のにするため

 

業協同組合、

道 BCP）を策

練を実施して

、その他施設

携し、迅速な

あります。 

め、定期的

、民間企業

策定しました

ています。 

設では機械

な復旧と円

な研修や訓

 

 

2 社

た。 

械警備

滑な

訓練を



② 
【災

相

制

 

［

県・他市町

災害時の応急

本市と市域

互連絡管を

を整えてい

［相互連絡管

これまでの

 播磨町、

課 題 

 災害時に

町等との連

急給水対策】

域が隣接する

整備してお

います。 

管の位置、管

の取り組み

明石市、高

に近隣市町と

連携 

】 
る播磨町、明

おり、災害時

図 3.5 近

管の口径（φ

み 

高砂市、稲美

と素早く協力

35

明石市、高砂

時などに水を

隣市町との

φ）、延長（

 

美町との相互

力できる体制

砂市、稲美町

を供給できる

の相互連絡管

（m）及び応援

互連絡管を設

制を構築する

町には相互に

るよう、近隣

管 

援水量（m3/

設置していま

る必要があり

第 3章 

に通水できる

隣市町との協

 

/日）を表示

ます。 

ります。 

現状と課題

るよう

協力体

示］ 

 
 

題 
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① 
は

る

点

理

 

 

状と課題 
施設４）

 

水道施設台

国は、水道

、水道施設

計画的な施

そのために

から水道施

また、施設

しやすい電

これまでの

 管路につ

路施設と

課 題 

 施設・設

設の機能維

台帳の整備

道事業者に対

台帳の作成

施設の更新を

は、台帳や

施設を管理・

・設備につ

電子データ化

の取り組み

ついては、管

維持管理情

設備に関する

維持 

備・充実 

対して、「適

成・保管など

を図ることを

や点検を含む

更新するこ

いては、工

化を進める必

み 

管路情報管理

情報を一元管

るデータの電

36 

適切な資産管

どを義務付け

を推進してい

む維持･修繕

ことが重要と

事や修繕の

必要がありま

理システム

管理していま

電子化が必要

管理の推進」

け、合わせて

います。 

の結果を活

となります。

の竣工図書類

ます。 

（マッピング

ます。 

要です。 

を求めてい

てアセットマ

用し、長期

 

類が紙のみの

グシステム）

います。具体

マネジメント

期的・計画的

の場合があり

）を導入し

体的に

トによ

的な観

り、管

 
 

、管



３．

水

てい

最大

ます

 

（

① 
む

の

 

示

こ        
※経営

経営

できる
※供給

1m3

※給水

1m3

供給

給水

料金

経常

企業
費比

流動

財
政
状
態

の
健
全
性

経
営
の

効
率
性

分類

信頼さ

道事業は、運

ます。事業

の効果」が

。 

持続１）

 

経営基盤の

本市では、高

とともに、

向上も図っ

県内 40 団体

す指標は良

とから、バ                 
営分析指標 

営の効率性や

る。 

給単価 
3の水を供給

水原価 
3の水を給水す

単価

原価

回収率

収支比率

債償還元金対減価償
率

比率

指標の名称（PI）

される健全

運営に必要な

業の運営にあ

得られるよ

続可能な経

の強化 

高利率企業債

クレジット

てきました

表 3.3 

体の平均値

良好であり、

バランスの取                  
や財政状況の健

したときの平

するために要

円/ｍ
3 155

円/ｍ
3 155

％ 100

％ 120

償却
％ 57

％ 265

単位
本

指標

全な経営

な経費を水道

あたっては、

うに、効果

経営 

債の借り換

カードやコ

た。経営状況

経営分析指

と本市を比較

また供給単
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平成 29 年度決算値からみた経営状況は次のとおりです。 

【収益的収支※】 

収益の内訳は、料金収入が約 78％を占め、約 40 億円の水道料金収入があります。

また、兵庫県企業庁より浄水処理の受託などを含む雑収益が約 14％、約 7 億円の収

入となっています。 

一方、費用の内訳は、動力費、委託費、受水費などの維持管理費等が約 55％を占

め、約 24 億円となっています。その次は、減価償却費が約 31％、約 14 億円、支払

利息が約 4.6％、約 2億円となっています。 

 

表 3.4 平成 29 年度の収益的収支の状況 

 

 
図 3.6 平成 29 年度の収益的収支の状況                                                  

※収益的収支 

企業の経営活動に伴って発生する収入とそれに対応する支出のこと。 

単位：千円（税抜）

①収益的収入 5,236,590 100.0%

水道料金 4,078,220 77.9%
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長期前受金戻入益 241,315 4.6%

その他収入 170,410 3.2%

②収益的支出 4,420,912 100.0%

人件費 338,997 7.7%

維持管理費等 2,408,683 54.5%
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支払利息 202,236 4.6%

その他支出 105,960 2.3%
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【資本的収支※】 

平成 29 年度は、収益の約 66％を受託金が占め、約 9億円の収入があります。また、

工事負担金が約 18％、約 2億円となっています。 

一方、支出の内訳は、建設改良費が約 40％を占め、約 10 億円となっています。 

 

表 3.5 平成 29 年度の資本的収支の状況 

  
        注）△はマイナスを表す 

 
図 3.7 平成 29 年度の資本的収支の状況  

  

                                                 
※資本的収支 

主に将来の経営活動に備えて行う施設などの建設改良に関する収入や支出のこと。 

単位：千円（税込）

①資本的収入 1,335,336 100.0%

企業債 221,800 16.6%

工事負担金 239,191 17.9%

受託金 874,345 65.5%

②資本的支出 2,429,830 100.0%

建設改良費 963,669 39.7%
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受託工事費 874,345 36.0%
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【貸借対照表※】 

本市では、平成 29年度末で 1,108km の管路と、浄水場、水源地、配水池、加圧ポン

プ場など 19の水道施設を有しており、有形固定資産の割合が高いことがわかります。 

これらの施設整備には、主に企業債を発行して建設事業に充当しており、平成 29

年度末の企業債未償還残高は、約 118 億円となっています。 

 

表 3.6 平成 29 年度の貸借対照表 

 
  

                                                 
※貸借対照表 

一定時点における財政状況を明らかとするために、資産、負債、資本を一つに記載した報告書。

常に資産＝負債＋資本となり、バランスシートとも呼ばれる。 

単位：千円（税抜）

①固定資産 32,872,005 - ④固定負債 12,571,937 -

有形固定資産 30,446,128 75.5% 企業債 11,153,168 55.0%

無形固定資産 2,225,840 5.5% その他の固定負債 1,418,769 7.0%

投資その他の資産 200,037 0.5% ⑤流動負債 2,202,273 -

②流動資産 7,473,911 - 企業債 663,995 3.3%

現金・預金 5,888,676 14.6% その他の流動負債 1,538,278 7.6%

その他の流動資産 1,585,235 3.9% ⑥繰延収益 5,500,149 -

③資産合計（①+②） 40,345,916 100.0% 長期前受金 5,500,149 27.1%

⑦負債合計（④+⑤+⑥） 20,274,359 100.0%

⑧資本金 15,302,310 -

資本金 15,302,310 76.2%

⑨剰余金 4,769,247 -

資本剰余金 1,850,103 9.3%

利益剰余金 2,919,144 14.5%

⑩資本合計（⑧+⑨） 20,071,557 100.0%

資産の部 負債の部

資本の部
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【企業債残高】 

企業債償還額（元金）は、平成 26 年以降、約 5 億円前後で推移しています。企業

債残高は平成 11 年度の約 149 億円が最大でしたが、繰上償還の実施により平成 25 年

度は約 97 億円になりました。 

その後、施設の更新工事に伴う企業債の借入増加により、平成 29 年度の企業債残

高は約 118 億円となっています。 

 

 
図 3.8 単年度あたりの元利償還額と企業債残高の推移 
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【料金体系】 

本市の水道料金体系は、基本料金と従量料金からなる二部料金制であり、多くの自

治体で採用されています。水道料金は、2ヶ月分の水道使用水量をもとに算定し、下

水道使用料と併せて徴収しています。 

世帯人数 2～3人の家庭における本市の 1 ヶ月当たりの標準的な水道料金（20m3）

は 2,440 円で、平成 28 年度の全国平均 3,236 円、兵庫県平均 2,946 円と比べて低い

料金となっています。 

 

 

表 3.7 水道料金（2 ヶ月あたり、税抜、平成 18 年 4 月 1 日適用） 

  
【事務事業の見直し・民間委託の推進】 
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② 将来を見据えた経営 

【アセットマネジメント計画※の策定】 

水需要の減少に伴い、今後料金収入の減少が見込まれる一方、施設や管路を更新す

るためには多額の費用が必要です。 

持続可能な経営を行うためには、資産の健全度などの状況を把握することと合わせ、

更新資金の計画的な確保が必要となります。 

水道資産全体のデータを整理し、重要度や優先度に応じた更新時期を検討した上で、

更新需要の見通しや財政収支見通しを反映させて策定するアセットマネジメント計

画において、50 年程度の中長期における更新需要の平準化を図り、更新にかかる費

用と財政収支のバランスが取れた投資計画を策定します。 

アセットマネジメント計画によって算出した投資計画をもとに、今後 10 年間の具

体的な更新計画の投資額を決定することで、財源の裏付けのある更新計画とすること

が可能です。 

長期的な視点で水道施設全体の効率的かつ効果的な管理運営が求められています。 

 

 

図 3.9 アセットマネジメント（マクロマネジメント）計画の実施の概念図                                                    
※アセットマネジメント計画 

中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施

設を管理運営するために体系化された「ヒト」「モノ」「カネ」に関する実践活動を示した計画。 

アセットマネジメント計画

中長期的視点（５０年程度）

更新需要 財政収支の見通し

機能診断等に基づく
更新時期の調整

資金確保計画
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④ 環境にやさしい水道 

【水環境の保全】 
水環境の保全は、一事業体だけで達成することは難しく、広く流域の自治体及び関

係機関と協力して、加古川水系及び地下水系の保全に取り組んでいく必要があります。 

本市では、加古川流域の自治体及び関係機関と協力して、加古川水系及び地下水系

の保全を図っています。 

さらに、汚染源マップを作成しており、水質事故が発生した場合、汚染源マップをも

とに汚染水の発見場所及び水質から汚染源を絞り込み、汚染拡大の防止に活用します。  
【環境負荷の低減】 

水道事業は、全国の電力消費の約 1％を占めるといわれており、地球温暖化防止へ

の取り組みが求められています。 

本市では、多くの電気を使用するポンプ施設においてエネルギー効率に優れている

インバータ※ポンプを採用し、電力消費量を抑制しています。 

また、配水管などからの漏水防止に取り組むことにより、無駄のない水の供給が促

進され、水資源の保全及び浄水に要するエネルギーの節減が図られます。 

本市では、毎年、昭和年代に布設した管路を中心に漏水調査を実施しています。調

査結果をもとに漏水箇所の修繕を行っており、有収率※は平成 28 年度で 96.7％（全

国平均 90.3％ 兵庫県平均 92.1％）と良好な値を示しています。 

 

                                                 
※インバータ 

インバータ制御とは、コンバータ・インバータ装置、制御回路などを用いて、電圧・周波数を

任意に可変させて、電動モータの速度制御を行うもの。きめ細かく制御ができるため、省エネル

ギー化につながる。 
※有収率 

料金徴収の対象となった水量を給水量で除したもの。 
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家庭用水量の動向 

本市では、水道使用水量のうち約 8 割が家庭用水量となっています。 

家庭用水量は、調理、洗濯、風呂、掃除、便所（水洗トイレ）等の家庭で使用され

る水です。 

家庭用水の主な用途別の割合は、風呂（約 45％）、洗濯（約 17％）、炊事（約 15％）、

便所（約 12％）です。 

本市の家庭用水量の実績は、平成 22 年度をピークに緩やかな減少傾向にあります。

今後も、人口減少や節水型洗濯機、節水型トイレなど技術革新による節水機器の普

及により、家庭用水量は減少していく見込みです。 

 

本市の水道使用水量の推移          家庭用水の内訳 
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２．更新需要の推移 

本市では、昭和 28 年に水道水の給水を開始して以来、浄水場、水源地、配水池、ポ

ンプ場などの整備を行った結果、現在は 19 の水道施設があり、管路の総延長は 1,108

㎞に到達しています。 

保有する施設、設備及び管路の総資産額は、733 億円になります。 

 

 

 

図 4.2 水道資産の内訳 

※平成 30 年 3 月 31 日時点 

  

水道総資産額
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資産額の割合が最も高い管路のうち、法定耐用年数の 40 年を超えて使用している管

路は、平成 29 年度末現在で約 125 ㎞（全体管路の約 11％）です。 

今後、法定耐用年数を越える管路が年々増加する状況にあり、管路更新を継続的に進

める必要があります。 

 

   

図 4.3 年度別管路延長 
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３．職員の動向 

本市は、水道と下水道に共通している業務の一体化や類似業務の統合による経営コス

トの削減、上下水道の連携強化によるお客さまサービスなどを目的に、平成 27 年 4 月

に水道局と下水道部を組織統合し、上下水道局が発足しました。 

水道事業に従事する職員数は減少傾向にあり、平成 30 年度時点では 57 人となってい

ます。 

 

 

図 4.5 職員数の推移 

 

職員の平均年齢は事務職 42 歳、技術職 46 歳となっています。技術職では、50 歳以

上が技術職全体の約 44％（18 人）を占めており、職員の高齢化が進行しています。 

今後 10 年間に、熟練技術者が大量退職することになります。 

特に、老朽化した管路・施設の更新、維持管理を行う技術職の負担増が懸念されます。 
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２．方針と施策体系 

国が策定した新水道ビジョンでは、水道事業の理想像として、水道水の安全の確保を

『安全』、確実な給水の確保を『強靭』、供給体制の持続性の確保を『持続』、と 3 つの

観点で提示しています。 

加古川市水道ビジョン 2028 においても、国の 3 つの理想像に沿って、それぞれの方

針を掲げ、事業の運営を行います。 

 

 

キーワード 方  針 

安 全 安 全 で 良 質 な 水 道 水 の 供 給 

強 靭 危機に強く安定供給ができる水道の構築 

持 続 信 頼 さ れ る 健 全 な 経 営    
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（１）安全で良質な水道水の供給・・・『安全』 

水は生命の維持に欠くことのできない大切なものです。水道水を安心して飲用し、利

用していただくためには、安全であることが大前提です。浄水処理と水質検査により、

安全で安心して飲める水道水をお客さまに供給します。 

また、飲料としての味や質に関するお客さまからのニーズも高まってきており、おい

しく飲める水道水の供給も求められています。 

このように、お客さまからの水道水に対する信頼と満足度を高めていくため、「安全

で良質な水道水の供給」を『安全』に関する方針として掲げます。 

 

（２）危機に強く安定供給ができる水道の構築・・・『強靭』 

蛇口をひねればいつでも水道が利用できることは、水道事業に課せられた最も重要な

使命です。 

そのためには、老朽化した管路・施設が原因となる供給停止や自然災害などに備え、

浄水場・水源地・管路などの施設を適宜更新し、耐震性を向上させる必要があります。 

平常時における水道水の供給と災害時にも市民生活への影響を最小限に抑えるため、

「危機に強く安定供給ができる水道の構築」を『強靭』に関する方針として掲げます。 

 

（３）信頼される健全な経営・・・『持続』 

節水機器の普及や人口減少により、水需要が減少し料金収入の減収が見込まれる中、

老朽化した管路・施設の更新には多額の投資と相当な期間を要します。 

今後より一層厳しさが増してくる経営環境の中、お客さまサービスを向上させながら、

安定した堅実な経営を行い、将来にわたって水道サービスを持続させるため、「信頼さ

れる健全な経営」を『持続』に関する方針として掲げます。 

 

これら 3 つの方針を実現させるため、目標及び施策を定め、事業を展開します。 

施策の体系は次のとおりです。 
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③ 
検

つ

 

 

 

【施設の

浄水施

配水池

○浄水

○配水  
[指標計

浄水施

配水池  

体的施策 
水需要に応

将来的に水

討する必要

まずは、各水

いて具体的

の更新・耐

施設の耐震化

池の耐震化率

水施設の耐震

水池の耐震化

計算式] 

施設の耐震化

池の耐震化率

効果

応じた水道

水需要の減少

要があります

水源別の割

的な検討に取

耐震化】の

指標名 

化率 

率 

震化率：全浄

地震

化率：全配水

地震災

 

化率 
（
（

率 
（
（

将来の水需

道施設の計画

少が見込まれ

す。 

合について

取り組みます

目標 

水施設能力に

震災害に対する

池容量に対す

災害に対する配

耐震対策の
m3/日））×1

耐震対策の
m3））×100 

需要に合わせ

74 

画的な更新

れることから

て検討を重ね

す。 

 
（平成

に対する耐震

る浄水施設の

する耐震対策

配水池の信頼

の施された浄
100 

の施された配

せた施設規模

新 

ら、施設全体

ねたあと、各

現状 

成 29 年度）

12.1％ 

20.8％ 

震対策が施され

の信頼性・安

策が施された配

頼性・安全性

浄水施設能力

配水池有効容

模の適正化が

体の規模につ

各水道施設の

 （平

れた浄水施設

全性を表す。

配水池の容量

性を表す。 
力（m3/日）/

容量（m3）/

が図れます。

ついての適正

の統廃合の可

 
目標値 

平成 40 年度

78％ 

100％ 

設能力の割合

。 

量の割合。 

/ 全浄水施

/ 配水池有

。 

正化を

可否に

度） 

合。 

施設能力

効容量



（ 
① 
合

事

討

 

② 
急

震 
③ 
路

は

  

設場

量

 

管路２）

基幹管路の

導水管、送水

、市民生活

また、老朽化

手法を採用

なお、将来

します。 

配水支管の

基幹管路以

輸送道路に

また、道路

性の高い水

更新基準の

市内に整備

が増加して

しかし、法

ありません

そこで、法定

場所の土質

新たな基準

が抑えられ

路の更新・

の更新・耐

水管や口径

活への影響が

化した水道

することで

的に水需要

の更新・耐

以外の配水管

埋設された

の新設に合

水道管を添架

の見直し 

備された水道

いきます。

定耐用年数

ん。 

定耐用年数

などを考慮

準により管路

れ、財政面と

耐震化

耐震化 

400 ミリ以

が大きいため

管の更新に

で、耐震化も

の減少が見

耐震化 

管の更新は、

た管路など、

わせた配水

架するなど、

道管は 1,108

 

数で管路を更

をもとにし

慮した新たな

路更新のサイ

人員面での

75

以上の配水管

め、優先的に

に合わせて、

も同時に進め

見込まれるこ

避難所・学

重要性の高

水管の整備や

地震などに

8 ㎞あり、今

更新するには

した現在の管

な管路更新基

イクルを延長

の負担を軽減

 

管は、漏水や

に更新を行い

地震に強い

めていきます

ことから、口

学校・病院な

高い管路の更

や、今後加古

に備え配水管

今後法定耐用

は、多額の費

管路更新基準

基準を設定し

長することで

減します。

や地震により

います。 

い耐震管や耐

す。 

径のダウン

など重要な施

更新を優先的

古川に架設さ

管を複数系統

用年数（40

費用と人員を

準を見直し、

します。 

で、更新に要

第 6章 

り被害が生じ

耐震性を高め

ンサイジング

施設への管路

的に行います

される新設橋

統化します。

年）を超え

を要し、現実

管路の材質

要する費用と

具体的施策

じた場

める工

グも検

路、緊

す。 

橋に耐

。 

える管

実的で

質や埋

と工事

策 
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【管路の

基幹管

配水支

○基幹

○配水

 

 

[指標計

基幹管

配水支

 

体的施策 

の更新・耐

管路の耐震化

支管の耐震化

幹管路の耐震

水支管の耐震

計算式] 

管路の耐震化

支管の耐震化

管

にも

効果

耐震化】の

指標名 

化率 

化率 

震化率：基幹管

信頼性

震化率：配水支

信頼性

 

化率 （

化率 （

管路の更新

も断水被害が

目標 

管路のうち耐

性・安全性を

支管のうち耐

性・安全性を

基幹管路耐

配水支管耐

 

・耐震化を進

が最小限に

76 

 

 

（平成

耐震化された

を表す。 

耐震化された

を表す。 

耐震管延長（

耐震管延長（

進めること

抑えられ、

現状 

成 29 年度）

22.5％ 

26.6％ 

管路の割合。

管路の割合。

（m） / 基幹

（m） / 配水

により、地

早期に復旧

 （平

地震災害に

地震災害に

幹管路総延長

水支管総延長

地震などの災

旧できます。

 

目標値 

平成 40 年度

50％ 

30％ 

対する基幹管

対する配水支

長（m））×1

長（m））×1

災害時

 

度） 

管路の

支管の

00 

00 



（ 
① 
ニ

業

 

 
訓

き

関係

訓

せ

 

 

 
の停

し

に

に

 

 

 

危機３）

有事対応へ

施設や管路

ュアルの整

全体で危機

防災訓練

上下水道 BC

練を実施し

る職員を養

さらに、公

係機関が実

練などに参

ます。 

電力確保 

東日本大震

停電により

現在、主要

ています。

応じて、自

また、電力

ついても検

機管理体制

への備え 

路のハード面

整備、災害を

機管理を進め

の実施 

CP に基づく

、迅速かつ

養成します。

公益社団法人

実施する情報

参加し、災害

震災などの大

、給水に大き

要な施設では

その他の施

家発電設備

会社からの

検討します。

制の構築

面での耐震化

想定した訓

めます。 

机上訓練や

つ的確な状況

 

人日本水道協

報伝達訓練や

害時の対応力

大規模地震で

きな支障が出

は自家発電設

施設について

備の整備を進

の受電系統の

 

77

化だけではな

訓練などソフ

や実践的な

況判断がで

協会などの

や応急給水

力を向上さ

では、長期

出ました。

設備を整備

ては、必要

進めます。

の 2 系統化

なく、自家発

フト面でも有

発電設備の設

有事への対策

第 6章 

設置、危機管

策を行い、水

具体的施策

管理マ

水道事

策 
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い

水

の補

 

 
の

に

 

 

②  
 
ち

が

重

の

 

 

 

体的施策 
災害時の体

災害時には

ただく「加

水道事業を熟

補助を受け

水安全計画

河川への油

不具合など

基づき、適

住民との連

各家庭で

災害発生時

ろんですが

欠かせませ

要となりま

周知、啓発

 

と

効果

体制強化 

は、多くの人

古川市上下

熟知する退職

けることで、

画に基づく

流出事故、取

どにより、水

適切かつ迅速

連携 

の飲料水の

時の初期対応

が、市民一人

せん。特に、

す。本市で

発を図ります

ハード面だ

とで、有事対

員を必要と

下水道局災害

職者の方々

災害時の体

く危機管理

取水施設へ

水道水へのリ

速な対応を行

の備蓄など

応では、国や

ひとりの「

応急給水が

では、「自助」

す。 

だけでなく、

対応力の向上

78 

することか

害等支援協力

から、水道

体制を強化し

の濁水流入

リスクを確認

行い、水道水

の啓発 

や地方自治体

自助」、自主

が開始される

」としての

ソフト面で

上が図られま

から、本市上

力員制度」を

道施設の被害

します。 

入及び浄水場

認した場合は

水への影響を

体による「公

主防災組織な

るまでの期間

水の備蓄の

でも危機管理

ます。 

上下水道局の

を創設します

害状況の報告

場の機械故障

は、「加古川

を未然に防止

公助」として

などによる地

間は、各家庭

の必要性につ

理対策を進

の退職者に支

す。 

告や応急給水

障による浄水

川市水安全計

止します。 

 

ての応急活動

地域での「共

庭での水の備

ついて、より

進めるこ

支援を

水活動

水処理

計画」

動はも

共助」

備蓄が

り一層



 
で

給

で

操

い

 

 

災害用応急

本市では、

できるよう、

災害用応急

給水栓です。

で、いち早く

今後、災害用

作訓練を実

きます。 

 

 

期

効果

急給水栓の

地震などに

災害用応急

急給水栓は、

手順を示す

く給水所を開

用応急給水

実施するなど

災害用応急

期の応急給水

の設置 

による断水に

急給水栓を整

簡易な手順

す看板のとお

開設すること

栓を指定避

ど、地域の方

 

急給水栓の活

水活動が期待

79

に備えて、

整備します。

順で市民の

おりにホー

とができます

避難所へ順次

方々との連携

活用や住民と

待できます。

避難所にお

。 

方でも簡単

スと組み立

す。 

次整備すると

携を図り、災

との連携によ

。 

いていち早

に組み立て

て式蛇口を

とともに、自

災害時の対応

より、災害時

第 6章 

早く水道水が

てることがで

を取り付ける

自主防災組織

応力を向上さ

 

時に早

具体的施策

が利用

できる

ること

織との

させて

策 
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図 6.1 災害用応急給水栓整備計画図 

 



③ 
 

連

連

援

が

体

 

 
庫

 

 

【危機管

上下水

災害用

○上下

○災害 

県・他市町

近隣市町等

連絡管を設

絡管を使用

・協力でき

また、公益社

主催する給

との連携を

兵庫県営水

災害時にお

県県営水道

管理体制の

水道 BCP に基

用応急給水栓

下水道 BCP に

害用応急給水

せ

効果

町等との連

等との合同

設置している

用した訓練を

る体制を築

社団法人日本

給水活動訓練

深めます。

水道との連

おける安定し

道との連携を

の構築】の

指標名 

基づく訓練の

栓 

に基づく訓練

水栓：災害時に

県・他市町

せることがで

連携 

同訓練 

る近隣市町と

を実施し、災

築きます。

本水道協会兵

練に参加し、県

 

連携 

した水の供給

を検討します

目標 

の実施回数

の実施：BCP

なお

においても避難

町との連携や

できます。

81

と、定期的に

災害時に応

兵庫県支部

県内の事業

給が行えるよ

す。 

（平成

0

（平成

P の実効性を

お、危機管理

難所などで早

や連絡管に

よう、広域的

現状 

成 29 年度）

0 回/年 

1 箇所 

成 30 年度）

高めるための

理部門との共

期に給水活動

より、断水

的なバックア

 （平

 

の訓練を実施

同訓練も実施

動ができるよう

のリスクを

第 6章 

アップとして

 
目標値 

平成 40 年度

2 回以上/年

25 箇所 

施する。 

施している。

う給水栓を整備

を低下さ

具体的施策

て、兵

度） 

年 

 

備する。 

策 
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（ 
①  
 
可

防

ま

意

 

 
進

 

  

体的施策 
施設４）

適正な維持

計画的な維

水道水の安

欠です。 

日々の点検

保全型の維

浄水場につ

す。運転業

思疎通を円

 

新たな漏水

計画的な漏

現在の有収

めていきま

と

効果

設の機能維

持管理 

維持管理 

安定的な供給

検や調査など

維持管理を実

いては、平

業務にかかる

滑にし、浄

水調査手法

漏水調査の実

収率を保ちつ

す。 

適正な点検

とによって施

維持 

給には、水道施

どを適正に実

実施します。

平成 27 年度

る情報交換を

浄水場を適正

法の研究 

実施により、

つつ、さらな

 

検・調査に基

施設の長寿命

82 

施設や管路

実施するとと

 

から中西条

を行うなど、

正に運転管理

高い有収率

なる向上を目

基づき、予

命化が図れ

路の機能を健

ともに、計画

条浄水場運転

受託業者と

理します。

率を保持して

目指し、漏水

防保全型の

ます。 

健全に維持す

画的に修繕・

転管理業務を

との連携を密

ています。 

水の新たな探

維持管理を

することが必

・改修を行い

を全面委託し

密にするこ

探知方法の研

 を行うこ

必要不

い、予

してい

とで、

研究を



②  
 
水

な

 

 

 
分

 

 

 

【施設の

有収率

○有収

 

[指標計

有収率

 

水道施設台

水道施設台

水道施設を適

ど、施設の諸

管路情報

マッピング

野で活用し

の機能維持

率 

収率：供給し

計算式] 

率 

災

う

効果

台帳の整備

台帳の作成

適切に管理す

諸元や点検調

システム

グシステムに

ていきます

持】の目標 

指標名 

した水道水が

 

（

データ管理

災害時に素早

また、ベテ

うになります

備・充実 

成・整理 

するために、

調査に関する

（マッピン

については、

す。 

どの程度収益

年間有収水

 

理による情

早く対応で

テラン職員の

す。 

83

、施設・設備

る情報などを

グシステム

老朽管更新

（平成

益につながっ

水量（m3）/ 

情報共有がで

きるように

のノウハウを

備の構造や経

を電子化した

ム）の活用

新の状況をデ

現状 

成 29 年度）

95.8％ 

っているかを表

年間配水量

できるように

になります。

をデータと

経年履歴、図

た水道施設台

データ管理す

 （平

表す指標。 

量（m3））×1

になるため、

 

して蓄積で

第 6章 

図面・竣工図

台帳を整備し

するなど、様

 
目標値 

平成 40 年度

95.0％以上

00 

事故や

きるよ

具体的施策

図書類

ます。 

様々な

度） 

上 

策 
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水

正な

い、効

ま

りや

さ

 

（ 
①  
 
多

化

期

度

定

 

 

 

 

 

体的施策 
信頼さ

道事業はお

料金で水道

効率的な運

た、引き続

すい情報提

らに、地球

持続１）

将来を見据

中長期的な

水需要の減

多額の費用が

そこで、策定

化を図るとと

期な視点での

また、上下

度に策定して

「経営戦略

定します。 

される健全

お客さまから

道水を提供す

運営による経

きお客さま

提供を行い、

球温暖化防止

続可能な経

据えた経営

な視点での

減少に伴い、

が必要になり

定したアセ

ともに、将来

の経営に取り

水道局では

ています。 

略」の内容に

全な経営

らの水道料金

することが必

経営基盤の強

サービスの

お客さまの

止のため、水

経営 

営 

持続可能な

今後料金収

ります。 

ットマネジ

来的な料金収

り組んでいき

は、10 年間の

ついては、

84 

営 

金で成り立っ

必要です。そ

強化を目指し

の向上に努め

の満足度を高

水道事業者と

な経営 

収入の減少が

ジメントに基

収入の減少も

きます。 

の経営の基本

定期的な見

っており、た

そのためには

します。 

めるとともに

高めることを

として環境負

が見込まれる

基づき、更新

も勘案し、5

本計画である

見直しを行い

たゆまない経

は、将来を見

に、事業の内

を目指します

負荷の低減に

る中、施設の

新時期の平準

50 年程度先

る「経営戦略

い、精度の高

経営努力によ

見据えた経営

内容について

す。 

に努めます。

の更新を行う

準化と費用の

先を見据えた

略」を平成

高い財政計画

より適

営を行

てわか

。 

うには

の最小

た中長

29 年

画を策
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・更新基準による各年度の費用 

 
図 6.2 更新基準による各年度の費用 

※総額 836 億円  
・アセットマネジメントに基づく更新費用の平準化 

 
図 6.3 アセットマネジメントに基づく更新費用の平準化 

※総額 830 億円 
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さ

営

経

保

径

改

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体的施策 
新たな料金

水需要の減

らに、人口

一方、老朽化

はますます

経営の効率

が必要です

水需要が減

別の料金の

定の必要性

る

効果

金体系の検

減少により、

減少も進め

化した水道

厳しくなる

率化を進めて

。 

減少していく

見直しや、

性について検

健全な経営

ることができ

検討 

今後の水道

めば、料金の

施設の更新

ることが予想

ていくものの

中でも、安

従量料金の

検討します。

営を行うこ

きます。 

86 

道料金の増加

の減少に拍車

新には多額の

想されます。

の、安定的な

安定した料金

の累進逓増型

 

とで、施設

加は期待でき

車がかかるも

の費用がかか

 

な経営には自

金収入が得ら

型の料金体系

の更新など

きない状況で

ものと思われ

かることから

主財源であ

られるように

系の見直しな

着実に事業

です。 

れます。 

ら、水道事業

ある水道料金

に、基本料金

など、水道料

 業を進め

業の経

金の確

金の口

料金の



②  
 
て

て

に

 

 
し

の

注

携

も検

 

 
訪

向

 

経営基盤の

民間委託

本市では、

、窓口業務

います。今

また、維持

ついて、調

広域連携

今後、人口減

て過大とな

強化を図る

兵庫県下に

本市が属し

など主にソ

について検

検討を進め

未収金対策

水道料金の

問による早

上を図って

今後もこの

営

効果

の強化 

の拡大と民

浄水場など

・検針業務

今後も引き続

管理業務だ

査研究を進

の検討 

減少などの

ることが想

ための手段

おいて、各

ている東播

フト面の連

検討を進めま

ます。 

策 

未収金は、

早期接触なら

います。 

取り組みを

経営の効率

営ができます

民間活力の導

どの運転管理

・料金の賦

続き民間委託

けではなく

進めます。

影響を受け

想定される中

段の一つとし

各ブロック単

播磨ブロック

連携方策につ

ます。あわせ

滞納者の生

らびに給水停

を継続するこ

率化を図り経

す。 

87

導入 

理業務、漏水

賦課及び収納

託を行いつつ

、管路や施

けて料金収入

中で、施設・

して、水道事

単位で広域化

クの中では、

ついて検討し

せて、地域の

生活状況を考

停止などの実

ことで、料金

経営基盤を

水修繕業務、

納業務など、

つ、委託業務

施設の更新に

入が減少し、

管路の更新

事業の広域化

化が検討され

他事業体と

しており、今

実状に応じ

考慮しながら

実効性のある

金収入を確保

強化するこ

水道お客さ

民間委託を

務の拡大など

における官民

現在の施設

新を進めると

化があります

れています。

の共同事務

今後もブロッ

じた広域化の

ら、文書、電

る処分も取り

保します。 

とで、安定

第 6章 

さまセンター

を積極的に導

どを検討し

民連携手法の

設規模が需要

とともに経営

す。 

。 

務や物品の共

ック内での広

のあり方につ

電話督促及び

り入れ、収納

 定的な経

具体的施策

ーとし

導入し

ます。 

の導入

要に対

営基盤

共同発

広域連

ついて

び現地

納率の

策 
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③ 
対

こ

 

体的施策 
人材の育成

技術を持っ

応するため

公益社団法

とによって

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

サ

効果

成・確保 

ているベテ

、職員一人

法人日本水道

職員の技術

7

〜29歳

職員の知識

サービスの提

テラン職員が

人ひとりの資

道協会主催の

術や知識を高

図 6.4 

11

歳 30歳〜39歳

⽔道職

識、技術を常

提供が可能に

88 

が退職してい

資質の向上が

の外部研修な

高め、計画的

水道職員の

           

14

歳40歳〜49

職員の年齢構成

常に一定以上

になります。

いく状況や

が求められま

などで、最新

的な人材の育

（平成 3

の年齢構成

16

歳50歳〜59

成（⼈）

上に保つこと

 

お客さまの

ます。 

新の水道の動

育成を目指し

30 年 4 月現

9

9歳 60歳〜

とで、質の高

の多様なニー

動向や技術を

します。 

 
現在）   

〜

高い水道

ーズに

を得る

   



④ 
保

う

 

 

【持続可

経常収

料金回

○経常

○経費

 

[指標計

経常収

料金回

 

環境にやさ

地球温暖化

全に向けた

上下水道局

ポンプなど

また、中西

可能な経営

収支比率 

回収率 

常収支比率：

費回収率：1m

た

計算式] 

収支比率 

回収率 

再

減で

効果 

さしい水道

化防止に貢献

取り組みが

においても

どの省エネル

西条浄水場で

営】の目標 

指標名 

経営の健全

計画期間中

m3 の水を供給

たもので、10

 

（
業

（

再生可能エネ

できます。 

道 

献するため、

が求められて

も、消費電力

ルギー機器を

での太陽光発

度を表す指標

は毎年 100％

給したときの

0％を超えて

（営業収益
外費用（円

供給単価（

 

ネルギーの導

89

二酸化炭素

ています。

力のさらなる

を採用します

発電設備の設

（平成

1

標で、100％を

％以上を目標

の平均料金収入

ていれば給水に

（円）＋営業
）））×100

（円/m3）/ 給

導入により

素（CO２）排

る削減を図る

す。 

設置を検討し

現状 

成 29 年度）

118.7％ 

97.8％ 

を超えていれ

標とする。 

入を 1m3 の水

に要する費用

業外収益（円

給水原価（円

、動力費の

排出量の削減

るため、イン

します。 

 （平

れば健全な経

水を給水する

用が回収でき

円））/（営

円/m3））×1

の削減や環境

第 6章 

減など地球環

ンバータ制御

目標値 

平成 40 年度

100％以上

100％以上

経営といえるた

ための費用で

ている。 

業費用（円

00 

境負荷を低

具体的施策

環境の

御を行

 
度） 

 

 

ため、 

で除し

）＋営

策 
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（ 
①  
 
付

図

口

 

 

 

 

 

 

 

 

 
や

 

 

 

 

 

 

体的施策 
お客２）

お客さまサ

窓口業務

水道庁舎 1

、水道栓の

っています

また、市民

関連業務の

収納方法

水道料金の

すい環境整

また、携帯

客さまとの

サービスの

の一元化の

階に水道お

開閉栓業務

。 

サービスの

一元化を検

の多様化 

収納につい

整備を行って

帯電話を使用

のコミュニ

の充実 

の推進 

お客さまセン

ならびに収

さらなる向

検討します。

いては、口座

ています。

用した新たな

90 

ニケーショ

ンターを設置

収納業務など

向上を図るた

 

座振替、コン

な支払方法の

ョン 

置し、休日に

どを実施し、

ため、給水装

ンビニ収納、

の導入につい

においても開

お客さまサ

装置・排水設

クレジット

いて研究して

開始・中止届

サービスの充

設備関連など

ト払いなど納

ていきます。

届の受

充実を

ど、窓

納付し

。 



 
日

受

 

 

 
率

る

現

 

 

 

 

 

 

 

 

漏水時の迅

道路から水

受付ができ

付から漏水

スマート

スマートメ

化が図れま

また、宅内

高齢者の見

現在、普及に

お

しま

効果 

迅速な対応

水道メータま

る体制を構

水箇所の修理

メーターの

ーターは、

す。 

漏水の早期

見守りサービ

に向けた議論

お客さまサー

ます。 

応 

までの給水管

構築していま

理まで迅速に

の導入検討

データ伝送

発見、電気

ビスなど、様

論がされてお

ービスの充実

91

管漏水時の修

ます。お客さ

に対応します

送装置により

気・ガス企業

様々な分野で

おり、今後の

実により、

修繕業務など

まの日常生

す。 

り自動検針が

業との連携や

での活用が期

の動向も注視

水道事業に

どを民間委託

生活に支障を

が可能なため

や水道使用量

期待されてい

視し、調査・研

に対する満足

第 6章 

託し、24 時間

をきたさない

め、検針業務

量の見える化

います。 

研究を進めま

足度が向上

具体的施策

間 365

いよう、

務の効

化によ

ます。 

 

策 
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②  
 積

水

り

く

が必

る

広

て

 

 経
来

 

 水
お

 災
ー

メ

 

体的施策 
広報活動の

積極的な広

水道は市民

、将来にわた

ためには、お

必要です。 

ホームペー

る啓発をはじ

また、新た

広報誌を発行

ていただける

経営情報の

水道事業の

的な経営の

水道水の安

水道水の安

知らせしま

 

災害時など

災害時や緊

ジで実施し

ディアを活

 

の充実 

報活動の展

民生活になく

たり安定して

お客さまの水

ージでは、鉛

じめ様々な情

たな試みとし

行するなど、

るよう積極的

公表 

経営状況を

見通しを公

全性 PR 

安全性や水質

す。 

の情報提供

緊急時におけ

ていますが

活用し、情報

展開 

くてはならな

て水道事業を

水道事業に対

鉛製給水管の

情報を発信し

して、上下水

水道事業を

的に情報発信

をはじめ、料

公表していき

質に関する情

供 

けるお客さま

が、より早く

報を発信して

 

92 

ない存在であ

を持続してい

対するご理解

の取替に関す

しています。

水道局単独で

を身近に感

信を行います

料金収入の減

きます。 

情報を、ホー

まに対する情

より正確に

ていきます。

あ

い

解

す

。 

で

じ

す。 

減少や今後の

ームページや

情報発信は、

に情報をお客

 

の更新費用の

や広報誌など

主に上下水

客さまに伝え

の見通しなど

どでわかりや

水道局のホー

えるため、様

ど、将

やすく

ームペ

様々な



 イ
場で

イベ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 広
さ

イベントの

市内小学校

での見学会を

ベントを開催

広聴活動の

お客さまニ

まの声を取

広

関心

効果 

実施 

校や町内会な

を実施して

催し、情報提

実施 

ーズを把握

取り入れる仕

広報活動の充

心を深めてい

などを対象に

います。引

提供の充実

握するため、

仕組みづくり

充実で、よ

いただくこと

93

に、水道水が

き続き、水

を図ります

広報誌を通

りを検討しま

り一層水道

とが期待でき

ができるまで

水道事業を身

す。 

通じてアンケ

ます。 

事業の取り

きます。 

での工程につ

身近に感じて

ケートを実施

組みへのご

第 6章 

ついて中西条

ていただくた

施するなど、

ご理解、ご

具体的施策

条浄水

ための

お客

 

策 
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【お客

広報誌

アンケ

○広報

○アン  

体的施策 
さまとのコ

誌発行回数 

ケートの実施

報誌発行回数

ンケートの実

コミュニケ

指標名 

施 

数：水道事業に

で広報誌を

実施：お客さ

ーション】

に関心を持っ

を発行する。

まの声を取り

94 

の目標 

（平成

0

0

っていただけ

 

り入れるため

現状 

成 29 年度）

0 回/年 

0 回/年 

るよう、新た

め、新たに広聴

 

 （平

定

たな試みとし

聴活動を実施

目標値 

平成 40 年度

2 回/年 

定期的に実施

て上下水道局

施する。 

 

度） 

施 

局単独
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今
 

■安

(1)

(2)

■危機

(3)

(4)

(5)

(6)

■信頼

(7)

(8)
 

 

本

実現

進行

毎

た上

民委

次

（Act

         
※PDCA

事業

計画

改善す

 ７章 

後 10 年間で

全で良質な

) 安全・安

) 水道水の

機に強く安

) 施設の更

) 管路の更

) 危機管理

) 施設の機

頼される健

) 持続可能

) お客さま

ビジョンに

に向けて、

管理を行い

年度の具体

で事業を実

員で構成さ

年度以降は

tion）を図

                 
A サイクル 

業活動におけ

画(Plan)、実

する。 

ビジョン

で水道ビジ

水道水の供

心な水づく

品質の向上

安定供給がで

新･耐震化 

新･耐震化 

体制の構築

能維持 

健全な経営・

な経営 

とのコミュ

掲げる基本

平成 40 年度

い、各種数値

体的な取り組

実施（Do）し

れる上下水

は、これらの評

ります。 

                  
ける生産管理や

実施(Do)、評価

ンの実現

ョン実現に

供給・・・『安

り 

 

できる水道の

築 

・・『持続』

ニケーショ

本理念「時代

度を目標年

値目標の達成

組みとしては

、事業の進

水道事業運営

評価結果を次

      
や品質管理な

価(Check)、改

95

現に向

向けて、次

安全』 

の構築・・・

』 

ン 

代の変化を乗

度とし、毎

成を目指しま

は、本ビジョ

進捗状況を決

営審議会に諮

次年度予算

など管理業務を

改善(Action)

けて 

次の 8つの目

・『強靭』 

乗り越え 安

毎年度、PDCA

ます。 

ョンに基づく

決算審査や事

諮り、評価

算に反映させ

を円滑に進め

の段階を繰り

第 7章 ビ

目標を掲げて

安全な水を未

A サイクル※

く経営方針

事業評価、外

（Check）し

せるなど個々

めるための手法

り返すことで

ビジョンの実

ています。 

未来へつなぐ

※に基づく事

（Plan）を策

外部の有識者

します。 

々の事業の見

法。 

で、業務を継続

実現に向けて

ぐ」の

事業の

策定し

者・市

見直し

続的に

て 
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なお、計画期間内においては、毎年度の PDCA サイクルの実施に加え、計画の中間年

度にあたる平成 35 年度には、数値目標の中間評価を行うとともに、社会情勢の変化も

考慮し、必要に応じてビジョンの見直しを行うことで、より大きな PDCA サイクルを実

現します。 

 

 

   ＜毎年度の具体的な取り組み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １年分を抜き出してみると… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.1 ビジョンの実現に向けた取り組み内容 

 

 

 

 

Check 

決算審査 

事業評価等

 

                
Plan 

経営方針 

2019 2020 2021 2022

加古川市

水道ビジョン2028
中間評価

2023

2024 2025 2026 2027 2028

最終評価

PDCAサイクルによる事業実施

PDCAサイクルによる事業実施

最終目標達成に向け、ビジョン

の見直しを実施

Do 

事業を実施 

Action 

予算編成 
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表 7.1 目標に対する指標 

目標 指標名 
現状 

（平成 29 年度）

中間目標値 

（平成 35 年度） 

最終目標値 

（平成 40 年度）

安全・安心な水づくり 水質基準不適合率 0％ 0％ 0％ 

水道水の品質の向上 平均残留塩素濃度 0.41mg/ℓ 0.40mg/ℓ 以下 0.40mg/ℓ 以下 

 最大カビ臭物質濃度 

水質基準比率 
80％ 40％ 40％ 

施設の更新・耐震化 浄水施設の耐震化率 12.1％ 12.1％ 78％ 

 配水池の耐震化率 20.8％ 20.8％ 100％ 

管路の更新・耐震化 基幹管路の耐震化率 22.5％ 36％ 50％ 

 配水支管の耐震化率 26.6％ 28％ 30％ 

危機管理体制の構築 上下水道 BCP に基づく

訓練の実施回数 
0 回/年 2 回以上/年 2 回以上/年 

災害用応急給水栓 
1 箇所 

（平成 30 年度）
25 箇所 25 箇所 

施設の機能維持 有収率 95.8％ 95.0％以上 95.0％以上 

持続可能な経営 経常収支比率 118.7％ 100％以上 100％以上 

 料金回収率 97.8％ 100％以上 100％以上 

お客さまとの 

コミュニケーション 

広報誌発行回数 0 回/年 2 回/年 2 回/年 

アンケートの実施 0 回/年 定期的に実施 定期的に実施  


